
県 政 経 営 会 議 資 料 

令和 6 年(2024 年)8 月 27 日 

健康医療福祉部医療福祉推進課 

 

滋賀県立長寿社会福祉センターの設置および管理に関する条例の一部を改正する 

条例案要綱 

 

 

１ 改正の理由 

滋賀県立長寿社会福祉センターについて、施設の使用料の額および利用料金の上限額を

改定するため、滋賀県立長寿社会福祉センターの設置および管理に関する条例（平成５年

滋賀県条例第 12号）の一部を改正しようとするものです。 

 

２ 改正の概要 

(1) 使用料の額および利用料金の上限額を改定することとします。（別表関係） 

(2) この条例は、令和７年４月１日から施行することとします。 
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滋賀県立長寿社会福祉センターの設置および管理に関する条例新旧対照表 

旧 新 

本則・付則 省略 本則・付則 省略 

別表（第３条、第５条、第15条関係） 別表（第３条、第５条、第15条関係） 

区分 金額 

午前 午後 夜間 午後・夜間 全日 

午前９時

から正午

まで 

午後１時か

ら午後５時

まで 

午後６時か

ら午後９時

まで 

午後１時か

ら午後９時

まで 

午前９時か

ら午後９時

まで 

大教室 円

6,630

円

18,500

円

19,800

円

34,400

円 

41,100 

体育室 3,170 4,100 3,170 ― ― 

調理室 3,580 4,760 3,580 ― ― 

第１教室 2,630 3,580 2,630 ― ― 

第２教室 2,630 3,580 2,630 ― ― 

会議室 2,630 3,580 2,630 ― ― 

第１研修室 6,070 7,940 6,070 ― ― 

第２研修室 2,630 3,580 2,630 ― ― 

第３研修室 1,720 2,370 1,720 ― ― 

第４研修室 2,630 3,580 2,630 ― ― 

陶芸室 1,980 3,170 1,980 ― ― 

区分 金額 

午前 午後 夜間 午後・夜間 全日 

午前９時

から正午

まで 

午後１時か

ら午後５時

まで 

午後６時か

ら午後９時

まで 

午後１時か

ら午後９時

まで 

午前９時か

ら午後９時

まで 

大教室 円 

6,960 

円

19,430

円

20,790

円

36,120

円

43,160

体育室 3,330 4,310 3,330 ― ― 

調理室 3,760 5,000 3,760 ― ― 

第１教室 2,760 3,760 2,760 ― ― 

第２教室 2,760 3,760 2,760 ― ― 

会議室 2,760 3,760 2,760 ― ― 

第１研修室 6,370 8,340 6,370 ― ― 

第２研修室 2,760 3,760 2,760 ― ― 

第３研修室 1,810 2,490 1,810 ― ― 

第４研修室 2,760 3,760 2,760 ― ― 

陶芸室 2,080 3,330 2,080 ― ― 
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焼成室 1,000 1,250 1,000 ― ― 
 

焼成室 1,050 1,310 1,050 ― ― 
 

注 省略 注 省略 

 


